
新型コロナウイルスワクチン接種予診票電子化業務委託仕様書 
（単価契約） 

 

１ 業務名 

新型コロナウイルスワクチン接種予診票電子化業務（単価契約） 

 

２ 業務目的 

本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種の予診票（以下「予診票」という。）の汚損や摩耗を 

防止するために電子化し、そのデータを適正に管理することにより、接種記録の確認等を迅速かつ

確実に行う環境整備を目的とする。 

 

３ 業務履行期間 

契約締結日から令和５年３月３１日まで 

 

４ 納品場所 

石巻市保健福祉部新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

 

５ 業務概要 

受注者は、予診票のスキャンを行い、検索可能な形式に電子化し、電子記録媒体によりデータを 

納品する。なお、本委託業務は個人情報を取り扱う業務であり、その対策には万全を期する必要が

あるため、ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳ Ｑ ２７００１）認証又はプライバシーマーク認証

を取得している者のみ受注することを可とする。 

 

内容 単位 数量（見込件数） 

新型コロナワクチン接種の予診票（Ａ４片面） 枚 ５００，０００枚 

 

６ 業務手順 

（1）予診票の搬出 

   市が指定する日に、市が指定する場所において予診票の搬出を行う。 

搬出に伴う予診票の授受に当たっては、市が定めた管理簿にて授受管理を行う。 

なお、予診票は、個別接種分・集団接種分・市外接種分ごとに仕分けをして段ボールに梱包して

いる。 

（2）スキャン前の事前処理 

原則、市がホッチキス止めや添付物等を外した上で予診票の搬出を行うが、受注者は、ホッチキ

ス止めや添付物等の外し漏れがある場合は、スキャンを行うために外し、廃棄する。 

（3）スキャナーでの読込処理 

受注者は、スキャナーで予診票の読込処理を行う。読込処理を行ったデータについては、その件

数を市が定めた記録簿に記録し、予診票の件数と整合性を図る。 

なお、電子化されたデータのうち、接種券番号が付番された予診票については、接種券番号及び

被接種者氏名を、それ以外については、被接種者氏名をデータのタイトルとすること。 

（4）データの納品 

受注者は、電子化されたデータを発注者が指定した電子記録媒体により納品する。 

その際には、読込処理を行った予診票のデータ一覧表（OCR番号、接種日）を Excelデータ又は

CSVデータで納品すること。 

なお、電子化データは、検索ツールにより検索、閲覧及び印刷を可能とし、納品物単体で運用が

可能なものとすること。（市において導入済みの健康管理システムの利用やその他クラウドシステ



ム等の導入は行わない。） 

（5）データの確認 

   発注者は、受注者が作成したデータを確認する。確認に当たっては、受注者が作成した台帳も使

用するため、事前に発注者へ提出すること。 

（6）その他 

   受注者は、引き渡された予診票について、健康被害相談等により予診票が必要となった場合に

は、発注者の求めに応じ、予診票を検索の上、その写しを提出すること。 

 

７ データ仕様 

  解像度   ：３００ｄｐｉ以上 

  色調    ：カラー 

  ファイル形式：ＰＤＦ 

 

８ 成果品 

（1）ＨＤＤ…２式 

（2）データリスト…１部 

（3）その他、発注者が指示するもの 

 

９ 再委託等 

  本業務は個人情報を取り扱う業務であるため、以下のとおり、業務の再委託等を一部禁止する。 

（1）予診票の搬出及び搬入 

   再委託等による個人情報漏洩のリスクを下げるため、原則として、受注者自身が行うこと。なお、

セキュリティ便を取り扱う会社のみ再委託することを可とする。 

（2）予診票のスキャニング 

   原則として、受注者自身が行うこと。なお、ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳ Ｑ ２７００１）

認証又はプライバシーマーク認証を取得している関係会社にのみ再委託することを可とする。 

 

１０ 業務完了報告 

受注者は業務完了後速やかに成果品を納入するとともに、業務完了報告書を提出すること。 

 

１１ 業務責任者について 

受注者は、本業務に業務責任者を置き、業務責任者は作業従事者を統括するとともに、本仕様書

の目的・内容等を十分に理解して職務を遂行しなければならない。また、受注者はあらかじめ業務

責任者を発注者に報告し、常に連絡を密にすること。 

 

１２ 個人情報の保護 

受注者は、この業務に関して知り得た個人情報を、正当な理由なく他人に知らせ、または不当な

目的に使用してはならない。業務完了後も同様とする。また、受注者はこの業務遂行にあたって、

個人情報の漏洩、滅失、損傷及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を

講じなければならない。 

 

１３ その他 

その他、本仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者が協議の上定め、委託業務の仕

様を変更する必要が生じた場合は、発注者の承認を得ること。 


